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2022年5月23日 

各    位  

会 社 名  昭和ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長兼最高経営責任者 

此下 竜矢 

（コード番号 5103 スタンダート市場） 

問合せ先  代表取締役最高執行責任者兼 

最高財務責任者    庄司 友彦 

（TEL．04－7131－0181） 

 

 

当社第120回（2021年3月期）定時株主総会の終結に関するお知らせ 

 

当社は、第120回（2021年3月期）定時株主総会について、2021年6月25日付「第120回定時株主総会における定

数を必要とする議案の集計結果について」及び、2021年9月29日付「第120回定時株式総会継続会における定数

を必要とする議案の結果について」並びに、2022年2月21日付「第120回定時株主総会継続会における定数を必

要とする議案の結果について」にてご報告しているとおり、定時株主総会とその後の2度の継続会において、い

ずれも普通決議を行うのに必要な議決権定足数に足る株主様からの議決権行使がなく、議案の審議を進めるこ

とができておりません。当社といたしましては、来月（2022年6月）には、第121回（2022年3月期）定時株主総

会を開催する時期となることから、第120回定時株主総会は、議案の決議を行わず終結することといたしました

ので、以下の通りお知らせいたします。 

 

なお、2021年6月25日公表の定時株主総会の議案の結果につきましては、次のURLをご参照ください。 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210625.pdf 

2021年9月29日公表の継続会の議案の結果につきましては、次のURLをご参照ください。 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210929.pdf 

2022年2月21日公表の継続会の議案の結果につきましては、次のURLをご参照ください。 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20220221.pdf 

 

記 

 

１． 経緯 

当社は、2021年6月25日に第120回定時株主総会を開催いたしましたが、2021年6月25日付「第120回定時株

主総会における定数を必要とする議案の結果について」にてご報告させていただきましたとおり、普通決議

を行うために必要な議決権定足数に足る株主様から議決権行使をしていただくことができず、議案（「取締

役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」の1議案）の決議に至りませんでした。当該定時株主

総会におきましては、筆頭株主の代理人を称する者が持参した委任状に不備があったという事象が生じた為、

当社監査等委員会による当該定時株主総会の議決権及び運営について調査が実施され、当社は2021年7月15

日に調査報告書を受領しました。調査報告書の指摘では、議長は定足数不足の具体的な数字の説明を行うべ

きであったと指摘があったものの、総会は適法に実行され早期に継続会を開催することが望ましいという内

容でありました。 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210625.pdf
http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210929.pdf
http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20220221.pdf
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なお、調査報告書の詳細な内容につきましては、次の2021年7月15日付「当社監査等員会による第120回定

時株主総会における議決権及び運営に関する調査結果に関するお知らせ」をご参照ください。 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210715.pdf 

 

そこで当社は継続会開催の準備を進め、2021年9月29日に第120回定時株主総会継続会を開催したものの、

2021年9月29日付「第120回定時株主総会継続会における定数を必要とする議案の結果について」にてご報告

させていただきましたとおり、当該継続会におきましても、普通決議を行うのに必要な議決権定足数に足る

株主様から議決権行使をしていただくことができず、議案の審議には至りませんでした。 

引き続き、当社は株主総会の審議を成立させるべく、それまでの第120回定時株主総会及び継続会にて、

議決権行使をしていただけていない株主様に対し、可能は範囲で議決権を行使していただけるようご連絡し

つつ継続会の準備を進め、再び2022年2月20日に第120回定時株主総会継続会を開催いたしましたが、当該継

続会におきましても普通決議を行うのに必要な議決権定足数に足る株主様からの議決権行使をしていただく

ことができず、議案の審議には至りませんでした。 

 

当社といたしましては、 

＝会社法296条1項の規定に遵い、2021年6月25日に第120回定時株主総会を招集し、計算書類及び、事業報告

を終えたが、議案について定数不足により決議できなかったこと。 

＝そこで当社は、議案について株主総会で正式な承認を受けるべきとの判断から、2021年9月29日、2022年2

月20日と会社法317条に規定する2度の継続会を実施しましたが、この２度の継続会においても、定足数不

足で議案の審議を行うことができなかったこと。 

といった、それまでの実情を真摯に受け止め、再度継続会実施することについて慎重に検討を進めましたが、

会社法では株主総会の決議を終えることが総会終結要件にはなっていないことや、第121回定時株主総会の

開催が間近に控えた時期に取締役選任決議を行っても実益がないことが明らかであることを勘案し、第120

回定時株主総会（及び継続会）を終結とすることといたしました。 

 

２．今後の対応 

   当社は、来月（2022年6月）に第121回定時株主総会を開催いたします。 

当該株主総会では、株主の皆様の議決権行使を促す為、6月下旬の株主総会の集中日を避けて６月中旬に

実施すること及び、1定数以上の当社株式を保有する株主様に対しご連絡をとり、議決権行使に関するご質

問等に直接応答すること、有効に議決権行使をしていただいた株主の皆様に新たな優待＊を実施することを

通じて、普通決議を行うのに必要な議決権定足数に足る株主様からの議決権行使をしていただけるよう努め

て参ります。＊優待の内容につきましては、招集通知と共に通知をさせていただきます。 

   株主の皆様、投資家の皆様には大変ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけ

ますようよろしくお願い申し上げます。 

以上 

http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20210715.pdf

